
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第６６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月２日 １２時３５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市石巻港南方沖 

石巻市所在の渡波
わたのは

尾埼
お さ き

灯台から真方位１９５°３.８海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３８°１９.７′ 東経１４１°２０.６′） 

事故等調査の経過 平成２５年１０月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 日
にっ

高
こう

丸、１,５９９トン 

   １３３９６６、片島汽船株式会社 

Ｂ 漁船 第二十五清
せい

正
しょう

丸、１９トン 

   ＭＧ２－５６５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板及び右舷中央部外板に凹損、右舷中央部外板から

右舷船首部外板にかけて擦過傷 

Ｂ 船首部外板が破損、バルバスバウに亀裂 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ、二等航海士Ａ及び甲板手Ａほか７人が乗り組み、

石巻港南方沖において、機関を停止して船首を東方に向けて錨泊中、

二等航海士Ａが、甲板手Ａと共に平成２５年１０月２日１２時００分

ごろ船橋当直に就き、ブリッジ左舷側にあるレーダー画面を監視して

いた。 

二等航海士Ａは、１２時２５分ごろ、３Ｍレンジとしたレーダーで

船尾方約２ＭにＢ船を探知し、右舷側の窓から目視で確認したとこ

ろ、Ａ船に接近するＢ船を認めたが、そのうちＢ船がＡ船の船尾側を

通過するものと思った。 

二等航海士Ａは、Ｂ船が約１Ｍに接近しても方位に変化がなく、Ａ

船を避けようとしなかったので、約０.４～０.５Ｍとなったとき、汽

笛を鳴らし続けたが、１２時３５分ごろ、石巻港南方沖において、Ａ

船の右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、石巻港南方沖を自動操舵によ

り、北進していた。 



 

 船長Ｂは、椅子に腰を掛けた姿勢で操船を行い、３Ｍレンジとした

レーダーで船首方約１.５ＭにＡ船を初認し、目視でも確認したが、

その後、いつしか居眠りに陥り、Ａ船に衝突する直前に目が覚め、す

ぐにクラッチを操作したが、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船は、自力航行で宮城県仙台塩釜港仙台区に着岸して揚げ荷を行

い、Ｂ船は、自力航行で石巻市石巻漁港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 船長Ｂは、９月２３日から３０日の間、Ｂ船の主機の修理のために

休業しており、本事故当日は、１０月１日に操業を開始してから２日

目であり、疲労の蓄積はなかった。 

船長Ｂは、レーダーの接近警報が頻繁に鳴るので、接近警報が鳴ら

ないようにしていた。 

船長Ｂは、本事故当時、雨が降っていたので、ブリッジの窓を全て

閉めていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、石巻港南方沖で錨泊中、船橋当直中の二等航海士Ａが、接

近するＢ船を認め、約０.４～０.５Ｍになったとき、汽笛を連続して

吹鳴したが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、石巻港南方沖を自動操舵で北進中、単独で操船中の船長Ｂ

が居眠りに陥ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、石巻港南方沖を自動操舵で北進中、単独で操船

中の船長Ｂが居眠りに陥ったため、錨泊中のＡ船と衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、窓を開けて外気に当たった

り、椅子から離れて身体を動かしたりするなどして眠気を払うこ

と。 

 


